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上島町議会だより　51号 2

平成30年２月28日　生名交流センター２Ｆにて全員出席で開催

報告事項の主なもの

上島町高齢者保健福祉計画・第７期介護保険事業計画の概要説明について
　
　・第７期の１号被保険者の保険料基準額は月額5,039円となっているが、実際のワークシートに

よる算出額は5,325円という結果でした。第６期からの増額を抑えるため、介護保険準備基金
を3千万円取り崩して、金額を抑え、この5,039円という額になっている。

インランド・シー・リゾート　フェスパの指定管理進捗状況について

　・職員の再雇用の説明会を２月21日にスポレクで開催し、15人の方が参加して内容を説明した。
説明会で来られた15名のうちの14名が履歴書を提出したい旨の意向を示している。一般公募の
方で４名の問い合わせがあった。

　・備品について、見込みでは、５百万円から１千万円の想定だったが、ゆげフーズからリストと
金額等が車両等も含めて１千５百万円で上がって来ており、今後協議を続けていく。

　・ゆげフーヅの顧客情報は、個人情報のため、提供を断わられた。
　・ゆげフーヅとの協議の中で、「地元の業者をそのまま引き継いで利用させていただきたい」と

申し入れたが、ゆげフーヅが自分たちで開拓した顧客だから、ということで断わられた。今後
調整を続けていく。

　・松山地裁の方にゆげフーヅから、指定管理に係る差し止めと、不採用通知に関して提訴があっ
た。

　・４月27日、いきなスポレクの臨時株主総会を開き、定款の変更と、フェスパの運営体制等の承
認を得た。

ふるさと納税について

　・ふるさと納税とは、ふるさとや応援したい自治体に寄附できる制度で、手続きをすると、所得
税や住民税の控除が受けられる。そして、寄付金の使い道は「こどもが元気なまちづくり」、

「人が元気なまちづくり」、「なりわいが元気なまちづくり」、「町内自治体への支援」、「町内に
主たる事務所を置く特定非営利活動法人の支援、いわゆるNPOへの支援」、「その他町長が必
要と認める事業」に指定できる。お礼の品は寄付金の３割以内の品物（返礼品）を提供できる
システムとなっている。

　・29年７月から「ふるさとチョイス」というサイトの方に登録した。その後件数が、毎月５件弱
だったのが20件～ 30件になった。

　・あるNPOが、「グローバル・シチズン・スクール」という国際教育の一環として、難民とか被
災民の子供たちが勉強できる高校を造ろうという、こういった計画がある。

平成30年　第２回全員協議会平成30年　第２回全員協議会



上島町議会だより　51号3

生名船舶の進捗状況について
　
　・現行は週２日の委託方法だが、これには限界があると判断をしている。積算根拠の人数が７名

であったことや、船長、機関長の積算単価はかなり高額。それが船長２名、機関長２名の積算
なので、今の積算基準で5,500万円。これを年間通して計算すると、生名渡船の年間売額になる。
これはあり得ない話で、従来の説明だと、「民間委託の方が安く上がる」という話だったが、

「現状はそうではない」とわかった。
　・町の交通体系をすっきりさせ、使いやすくする為、弓削汽船には「委託はこの３月31日までと

します」と３か月前に通告する義務がある為、６月に申し入れをしている。社長には「今の船
員さんについては、こちらの方に移籍してほしい、再雇用させていただきたい。」と申し入れ
した。「船員の必要な数、４名から５名で余った人は、バスの運転手等、そちらの方で吸収し
たい」という話もした。「出来るだけ早い機会に公募するので、その応募に応えてほしい。」そ
ういう要請を再三再四に渡りお願いしたが、それには全然応えなかった。

　・弓削汽船の船の形状とか、運航管理面での様々なクレームを相当聞いていた。
　・生名渡船だけでなく、魚島航路の船員も不足している。募集しても全く来ない。これは、内航

海運の現状で、日本全国で船員が不足して70歳以上の高齢者でも従事している。航路を維持し
ていく為、船員のライセンスを上げながら、魚島航路も含めた全体でローテーションを組んで
いかなければ、船員の確保はむずかしい。

協議事項の主なもの

３月定例会提出予定議案の概略説明について
　

上島町の公の施設における指定管理者の指定の手続きに関する条例の一部を改正する条例（議

案第16号）

施設指定管理者選定審議会の委員を「10人以内」を「５人以内」に変更したのは何故か。

委員を町内の学識経験者、各種団体等に割り当てているが、選定審議会の委員から「あまり
にも専門過ぎて私たちの能力の範囲を超えている」という意見があり、外部の見識、経験の豊
富な方に委託した方が良いと判断した。弁護士、公認会計士、税理士等を想定しているが、10
人は多過ぎる為、専門家５人ぐらいに委嘱する予定です。

質

答
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主な議案等に関する審議結果 ３月定例会
平成29年度各会計補正予算

一般会計補正予算
上島町国民健康保険事業会計補正予算・国民健康保険診療所事業会計補正予算
へき地出張診療所事業会計補正予算・後期高齢者医療事業会計補正予算
公共下水道事業会計補正予算・簡易水道事業会計補正予算
農業集落排水事業会計補正予算・介護保険事業会計補正予算
介護サービス事業会計補正予算・魚島船舶事業会計補正予算
特別養護老人ホーム事業会計補正予算・生名船舶事業会計補正予算

平成30年度各会計当初予算
予算決算委員会に付託（詳細記事は12 ～ 13ページをご覧ください。）

一般会計予算・国民健康保険事業会計予算・国民健康保険診療所事業会計予算
へき地出張診療所事業会計予算・後期高齢者医療事業会計予算
公共下水道事業会計予算・簡易水道事業会計予算
ＣＡＴＶ事業会計予算・農業集落排水事業会計予算
介護保険事業会計予算・介護サービス事業会計予算
浄化槽事業会計予算・魚島船舶事業会計予算
特別養護老人ホーム事業会計予算・生名船舶事業会計予算
上水道事業会計予算

その他の議案
上島町道路線の認定について
人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて

条例の廃止・改正等についての議案
上島町結婚相談事業条例を廃止する条例
上島町立幼稚園保育料等徴収条例を廃止する条例
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例
上島町が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の
手続きに関する条例
上島町個人情報保護条例の一部を改正する条例、上島町情報公開条例の一部を
改正する条例
上島町後継者住宅管理条例の一部を改正する条例、上島町監査委員条例の一部
を改正する条例
上島町職員定数条例の一部を改正する条例 
上島町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例
上島町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
上島町公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部を改正
する条例
上島町国民健康保険財政調整基金条例の一部を改正する条例
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催
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上島町立学校設置条例の一部を改正する条例
上島町スポーツ合宿村公園条例の一部を改正する条例
上島町岩城総合運動場条例の一部を改正する条例
上島町文化財保護条例の一部を改正する条例
上島町青少年問題協議会設置条例の一部を改正する条例
上島町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改
正する条例
上島町ひとり親家庭医療費助成条例の一部を改正する条例
上島町子ども医療費助成条例の一部を改正する条例
上島町高齢者生活福祉センター条例の一部を改正する条例
上島町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例
上島町重度心身障害者医療費助成条例の一部を改正する条例
上島町国民健康保険条例の一部を改正する条例
上島町介護保険条例の一部を改正する条例
上島町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を
改正する条例
指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サ
ービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する
条例
上島町指定介護予防支援事業者の指定に関し必要な事項並びに指定介護予防支援等の事業の人員
及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を
定める条例の一部を改正する条例
上島町弓削農業集落排水処理施設及び岩城農業集落排水処理施設条例の一部を改正する条例
上島町農村地域工業等導入促進審議会条例の一部を改正する条例
上島町サウンド波間田条例の一部を改正する条例
上島町道路占用料徴収条例の一部を改正する条例
上島町営住宅条例の一部を改正する条例
上島町水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例
上島町簡易水道事業条例の一部を改正する条例
上島町特別養護老人ホーム条例の一部を改正する条例

賛否の分かれた議案について
上島町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例
【理事者説明】

　雇用保険法等の一部を改正する法律により地方公務員の育児休業等に関する法律の一部が改正
されたことに伴い、非常勤職員の養育する子が２歳に達するまで育児休業を取得することができ
る場合を定めるとともに、育児休業の再度の取得等ができる特別の事情を追加するため、関係規
定を整備する必要が生じたため。
　

上島町スポーツ合宿村公園条例の一部を改正する条例
【理事者説明】

　指定管理者の安定的な収入確保のため、利用料金を改正する必要が生じたため。
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議案
番号 議　　　案　　　名

議員名（賛成者：○、反対者：×、欠席者：／、
地方自治法第117条による退場者：―）

審　議
結　果村

　
上
林
池
本
光

大
　
西

藏
　
谷

寺
　
下

檜
　
垣

平
　
山

前
　
田

土
　
居

池
本
興

松
　
原

亀
　
井

濱
　
田

議　案
第41号 平成29年度上島町一般会計補正予算（第５号） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長

全会一致
可　決

議　案
第42号

平成29年度上島町国民健康保険事業会計補正予
算（第２号） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 全会一致

可　決
議　案
第43号

平成29年度上島町国民健康保険診療所事業会計
補正予算（第３号） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 全会一致

可　決
議　案
第44号

平成29年度上島町へき地出張診療所事業会計補
正予算（第２号） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 全会一致

可　決
議　案
第45号

平成29年度上島町後期高齢者医療事業会計補正
予算（第１号） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 全会一致

可　決
議　案
第46号

平成29年度上島町公共下水道事業会計補正予算
（第１号） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 全会一致

可　決
議　案
第47号

平成29年度上島町簡易水道事業会計補正予算
（第２号） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 全会一致

可　決
議　案
第48号

平成29年度上島町農業集落排水事業会計補正予
算（第１号） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 全会一致

可　決
議　案
第49号

平成29年度上島町介護保険事業会計補正予算
（第２号） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 全会一致

可　決
議　案
第50号

平成29年度上島町介護サービス事業会計補正予
算（第２号） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 全会一致

可　決
議　案
第73号

平成29年度上島町魚島船舶事業会計補正予算
（第２号） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 全会一致

可　決
議　案
第51号

平成29年度上島町特別養護老人ホーム事業会計
補正予算（第２号） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 全会一致

可　決
議　案
第52号

平成29年度上島町生名船舶事業会計補正予算
（第２号） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 全会一致

可　決
議　案
第69号 上島町道路線の認定について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 全会一致

可　決
議　案
第70号

人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求める
ことについて ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 全会一致

可　決

議案
番号 議　　　案　　　名

議員名（賛成者：○、反対者：×、欠席者：／、
地方自治法第117条による退場者：―）

審　議
結　果村

　
上
林
池
本
光

大
　
西

藏
　
谷

寺
　
下

檜
　
垣

平
　
山

前
　
田

土
　
居

池
本
興

松
　
原

亀
　
井

濱
　
田

議　案
第14号

上島町職員の育児休業等に関する条例の一部を
改正する条例 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×

議
　
　
長

賛成12人
可　決

議　案
第19号

上島町スポーツ合宿村公園条例の一部を改正す
る条例 ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ × × ○ ○ ○ 賛成10人

可　決
議　案
第53号 平成30年度上島町一般会計予算 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ 賛成11人

可　決
議　案
第67号 平成30年度上島町生名船舶事業会計予算 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ × ○ 賛成10人

可　決
請　願
第４号 民間航路業者存続に関する請願書 × × × × × × × × ○ ○ × × × 賛成２人

不採択

賛否の分かれた議案

全会一致の議案

３月定例議会賛否表
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議　案
第71号

人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求める
ことについて ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 議

長
全会一致
可　決

議　案
第５号
～13号

上島町結婚相談事業条例を廃止する条例・上島町立幼稚園保育料等徴収条例を廃止する条例・上島町指
定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例・上島町が設置する一般廃棄物処理
施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続きに関する条例・上島町個人情報保護条例の一部を改
正する条例・上島町情報公開条例の一部を改正する条例・上島町後継者住宅管理条例の一部を改正する
条例・上島町監査委員条例の一部を改正する条例・上島町職員定数条例の一部を改正する条例

全会一致
可　決

議　案
第15号
～18号

上島町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例・上島町公の施設における指定管理者の指定の
手続等に関する条例の一部を改正する条例・上島町国民健康保険財政調整基金条例の一部を改正する
条例・上島町立学校設置条例の一部を改正する条例

全会一致
可　決

議　案
第20号
～40号
・72号

上島町岩城総合運動場条例の一部を改正する条例・上島町文化財保護条例の一部を改正する条例・上
島町青少年問題協議会設置条例の一部を改正する条例・上島町特定教育、保育施設及び特定地域型保
育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例・上島町ひとり親家庭医療費助成条例
の一部を改正する条例・上島町子ども医療費助成条例の一部を改正する条例・上島町高齢者生活福祉
センター条例の一部を改正する条例・上島町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例・上
島町重度心身障害者医療費助成条例の一部を改正する条例・上島町国民健康保険条例の一部を改正す
る条例・上島町介護保険条例の一部を改正する条例・上島町指定地域密着型サービスの事業の人員、
設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例・指定地域密着型介護予防サービスの
事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な
支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例・上島町指定介護予防支援事業者の指定
に関し必要な事項並びに指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る
介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例・上島町弓削
農業集落排水処理施設及び岩城農業集落排水処理施設条例の一部を改正する条例・上島町農村地域工
業等導入促進審議会条例の一部を改正する条例・上島町サウンド波間田条例の一部を改正する条例・
上島町道路占用料徴収条例の一部を改正する条例・上島町営住宅条例の一部を改正する条例・上島町
水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例・上島町簡易水道事業条例の一部を改正する条
例・上島町特別養護老人ホーム条例の一部を改正する条例

全会一致
可　決

議　案
第54号 平成30年度上島町国民健康保険事業会計予算 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長

全会一致
可　決

議　案
第55号

平成30年度上島町国民健康保険診療所事業会計
予算 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 全会一致

可　決
議　案
第56号

平成30年度上島町へき地出張診療所事業会計予
算 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 全会一致

可　決
議　案
第57号 平成30年度上島町後期高齢者医療事業会計予算 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 全会一致

可　決
議　案
第58号 平成30年度上島町公共下水道事業会計予算 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 全会一致

可　決
議　案
第59号 平成30年度上島町簡易水道事業会計予算 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 全会一致

可　決
議　案
第60号 平成30年度上島町ＣＡＴＶ事業会計予算 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 全会一致

可　決
議　案
第61号 平成30年度上島町農業集落排水事業会計予算 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 全会一致

可　決
議　案
第62号 平成30年度上島町介護保険事業会計予算 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 全会一致

可　決
議　案
第63号 平成30年度上島町介護サービス事業会計予算 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 全会一致

可　決
議　案
第64号 平成30年度上島町浄化槽事業会計予算 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 全会一致

可　決
議　案
第65号 平成30年度上島町魚島船舶事業会計予算 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 全会一致

可　決
議　案
第66号

平成30年度上島町特別養護老人ホーム事業会計
予算 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 全会一致

可　決
議　案
第68号 平成30年度上島町上水道事業会計予算 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 全会一致

可　決

意見書
第１号

家族介護はもう限界です！
障害児者の生きる基盤となる「暮らしの場」の
早急な整備を求める意見書（案）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 全会一致
可　決
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太
陽
光
発
電
に

関
す
る
条
例
制
定

上
島
町
民
が
安

心
し
て
暮
ら
せ
る

町
を
目
指
し
、
太
陽
光

発
電
事
業
者
が
適
切
な

事
業
運
営
を
行
う
た
め

に
、
太
陽
光
発
電
に
関

す
る
条
例
を
制
定
し
て

は
ど
う
か
。
町
の
太
陽

光
発
電
に
関
す
る
現
在

の
取
り
組
み
状
況
、
ま

た
太
陽
光
発
電
に
関
す

る
条
例
を
制
定
す
る
の

か
ど
う
か
を
説
明
せ

よ
。

現
在
は
、
上
島

町
の
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
を
事
業
者
に
対
し
提

公
民
館
活
動
の

活
性
化
を
計
れ

公
民
館
は
、
公

民
館
長
の
も
と
住

民
の
ニ
ー
ズ
や
地
域
の

実
情
に
応
じ
た
多
様
な

学
習
機
会
の
提
供
が
行

わ
れ
、
社
会
の
要
請
に

的
確
に
対
応
し
た
取
り

組
み
や
子
ど
も
、若
者
、

働
き
盛
り
の
世
代
も
含

め
て
、
地
域
の
住
民
全

体
が
気
軽
に
集
え
る
人

間
力
の
向
上
な
ど
を
中

心
と
し
た
地
域
社
会
の

た
め
の
サ
ー
ビ
ス
を
総

合
的
に
提
供
す
る
拠
点

で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ

で
、
町
内
公
民
館
の
活

動
状
況
と
今
後
の
上
島

示
し
、
町
と
の
事
前
協

議
や
国
に
よ
る
再
生
可

能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
事

業
計
画
認
定
制
度
に
基

づ
く
保
守
点
検
や
維
持

管
理
等
の
適
切
な
実
施

の
遵
守
を
求
め
て
い

る
。条

例
制
定
は
、
国
や

上
島
町
の
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
に
照
ら
し
、
適
正
な

設
置
や
管
理
、
良
好
な

景
観
の
形
成
、
生
活
環

境
の
保
全
等
に
支
障
が

な
い
か
な
ど
現
地
状
況

を
把
握
の
う
え
、
慎
重

に
検
討
し
、
６
月
に
は

制
定
す
る
。

町
全
体
と
し
て
の
活
動

を
ど
の
よ
う
に
考
え
て

い
ま
す
か
？

公
民
館
活
動
の

一
環
と
し
て

 

弓
削
地
区

・
し
め
縄
作
り
体
験

・
小
さ
な
文
化
祭

・
子
育
て
講
座

・
親
子
ふ
れ
あ
い
教
室

 

魚
島
地
区

・
教
育
振
興
会
の
清
掃

活
動

・
盆
踊
り

・
青
年
団
の
実
行
委
員

会
運
営
「
て
ん
て

こ
」

・
老
人
ク
ラ
ブ
と
小
中

学
校
の
し
め
縄
作
り

・
社
会
福
祉
協
議
会
と

の
合
同
ク
リ
ス
マ
ス

会
、
と
ん
ど
、
挨
拶

　

運
動
、
美
化
運
動
、

人
権
に
関
す
る
「
ま

ち
づ
く
り
実
践
標

語
」
の
募
集
、
作
成

等
の
活
動

 

高
井
神
島
地
区

・
ク
リ
ス
マ
ス
会
、
挨

拶
運
動
、
美
化
運

動
、
人
権
に
関
す
る

　
「
し
ま
づ
く
り
実
践

標
語
」
の
募
集
、
作

成
等
の
活
動

 

生
名
地
区

・
琴
こ
ど
も
教
室
、
蛙

　

の
会
読
み
聞
か
せ
、

邦
楽
、
囲
碁
、
カ
ラ

オ
ケ
、
新
舞
踏
の
活

動

 

岩
城
地
区

・
老
人
ク
ラ
ブ
と
小
中

学
校
の
し
め
縄
づ
く

り
・
子
育
て
講
座
、
コ
ー

　

ラ
ス
、
洋
楽
、
食
物
、

押
し
花
、
マ
ン
ド
リ

ン
、
舞
踏
、
民
謡
、

俳
句
、
短
歌
、
花
道
、

囲
碁
、
茶
道
、
陶
芸
、

和
太
鼓
活
動

今
後
の
上
島
町
全
体

の
公
民
館
活
動
は
、
地

大
西　

幸
江 

議
員

寺
下  

滿
憲 

議
員

質

質

答

答

平成30年3月7日に開催された第１回定例議会では、６名の

議員が一般質問を行った。答弁に関しては、理事者側答弁という

ことで答弁者の個人名は省略しています。記事の内容は質問議員

が要約しています。

岩城・浜地区

一般質問
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職
員
の
採
用
実
態
と

　

岩
城
橋
開
通
後
に

　

向
け
た
採
用
計
画
は

前
町
長
時
代
の

採
用
実
態
と
宮
脇

町
長
の
採
用
実
態
に
つ

 

池
本　

光
章 

議
員

質

答

域
の
家
庭
教
育
支
援
へ

の
重
要
役
割
を
担
っ
て

い
る
か
ら
、
集
約
し
た

人
づ
く
り
、
地
域
づ
く

り
、
連
携
づ
く
り
の
展

開
を
図
り
、
引
き
継
が

れ
て
い
る
伝
統
行
事
、

文
化
等
を
継
続
し
な
が

ら
学
校
・
家
庭
・
地
域

が
連
携
し
た
こ
れ
か
ら

の
公
民
館
活
動
の
あ
り

方
等
を
検
討
し
て
い

く
。

い
て
、
定
年
退
職
や
自

己
退
職
の
人
数
や
臨
時

か
ら
本
採
用
に
な
っ
た

人
数
を
踏
ま
え
て
選
挙

前
後
の
採
用
の
実
態

と
、
岩
城
橋
開
通
後
に

向
け
た
採
用
計
画
に
つ

い
て
伺
い
ま
す
。

平
成
29
年
３
月

に
お
い
て
、
定
年

者
７
名
、
自
己
都
合
７

名
、
計
14
名
の
退
職
者

と
な
っ
て
お
り
、
平
成

29
年
４
月
、
一
般
行
政

６
名
、
専
門
職
10
名
、

こ
の
内
訳
は
、
保
育
士

２
名
、
管
理
栄
養
士
１

名
、
看
護
師
１
名
、
介

護
員
１
名
、
バ
ス
運
転

手
１
名
、
土
木
技
師

１
名
、
魚
島
船
員
１

名
、
消
防
士
２
名
、
合

計
16
名
の
新
規
採
用
で

す
。
臨
時
職
員
か
ら
正

規
職
員
へ
は
３
名
の
採

用
で
す
。
平
成
30
年
の

３
月
の
予
定
は
、
現
在

の
と
こ
ろ
定
年
者
勧
奨

１
名
を
含
め
て
７
名
、

自
己
都
合
４
名
、
合
計

11
名
の
退
職
見
込
み
で

す
。
平
成
30
年
４
月
の

予
定
は
、
一
般
行
政
９

名
、
そ
れ
か
ら
専
門
職

18
名
、
こ
の
内
訳
は
保

育
士
２
名
、
保
健
師
２

名
、
介
護
員
１
名
、
バ

ス
運
転
手
３
名
、
魚
島

船
舶
２
名
、
生
名
船
舶

４
名
、Ｃ
Ａ
Ｔ
Ｖ
１
名
、

学
芸
員
１
名
、
合
計
27

名
の
新
規
採
用
予
定
で

す
。
臨
時
職
員
か
ら
正

規
職
員
へ
は
５
名
の
採

用
予
定
で
す
。
退
職
者

の
充
当
と
し
ま
し
て
は

魚
島
船
舶
、
生
名
船
舶

そ
れ
か
ら
Ｃ
Ａ
Ｔ
Ｖ
、

学
芸
員
、
消
防
士
と
い

う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

岩
城
橋
開
通
後
は
行
政

効
率
、
行
政
サ
ー
ビ
ス

の
向
上
を
図
れ
る
行
政

組
織
を
検
討
す
る
必
要

が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

い
き
な
ス
ポ
レ
ク

に
つ
い
て

２
月
９
日
に
ゆ

げ
フ
ー
ズ
か
ら
ス

ポ
レ
ク
に
移
行
す
る
こ

と
が
決
ま
り
、
約
１
ケ

月
に
な
り
ま
す
が
、
そ

の
後
の
経
過
を
伺
い
ま

す
。従

業
員
の
確
保
は
ど

の
程
度
進
ん
で
い
る
の

か
、
ゆ
げ
フ
ー
ズ
は
フ

ェ
ス
パ
に
多
額
の
備
品

を
投
入
し
て
い
る
と
こ

ろ
で
す
が
、
ス
ポ
レ
ク

が
買
い
取
り
な
の
か
、

リ
ー
ス
な
の
か
、
そ
れ

と
も
借
り
入
れ
を
す
る

の
か
伺
い
ま
す
。

指
定
管
理
者
決

定
後
の
経
過
で
す

が
、
い
き
な
ス
ポ
レ
ク

と
ゆ
げ
フ
ー
ズ
の
両
企

業
に
お
い
て
現
在
ま
で

２
回
の
引
き
継
ぎ
協
議

を
し
た
。

協
議
内
容
は
、
ゆ
げ

フ
ー
ズ
所
有
の
フ
ェ
ス

パ
設
置
備
品
の
譲
渡
お

よ
び
現
職
員
の
雇
用
継

続
に
か
か
る
協
議
等
で

す
。
備
品
に
つ
い
て

は
、
ゆ
げ
フ
ー
ズ
か
ら

譲
渡
価
格
を
記
入
し
た

備
品
一
覧
表
を
い
き
な

ス
ポ
レ
ク
に
提
出
し
て

お
り
、
現
在
、
い
き
な

ス
ポ
レ
ク
が
譲
渡
備
品

の
精
査
中
で
す
。

現
職
員
の
雇
用
に
つ

い
て
は
、
ゆ
げ
フ
ー
ズ

了
承
の
も
と
２
月
21
日

に
い
き
な
ス
ポ
レ
ク
に

お
い
て
職
員
募
集
説
明

会
を
開
催
し
、
15
名
の

参
加
が
あ
っ
た
。
そ
の

後
、
ゆ
げ
フ
ー
ズ
か
ら

14
名
の
就
職
希
望
者
リ

ス
ト
の
提
出
を
受
け
て

お
り
、
面
接
を
実
施
す

る
予
定
で
す
。

現
在
、
町
内
の

ガ
ス
供
給
会
社

が
、
フ
ェ
ス
パ
に
供
給

し
て
い
る
ガ
ス
も
４
月

か
ら
本
社
が
町
外
尾
道

市
に
あ
り
ま
す
ガ
ス
供

給
会
社
へ
移
行
す
る
と

聞
い
て
い
る
が
、
町
外

の
会
社
に
移
行
し
て
ど

の
程
度
、
上
島
町
に
利

益
が
あ
る
の
か
。
ガ
ス

供
給
会
社
に
と
っ
て

は
、
死
活
問
題
で
す
、

な
ぜ
移
行
す
る
の
か
伺

い
ま
す
。ガ

ス
等
を
は
じ

め
契
約
業
者
に
つ

い
て
は
、
現
段
階
で
は

特
に
決
ま
っ
て
い
な
い

状
況
で
あ
る
と
聞
い
て

お
り
ま
す
。

基
本
的
に
は
、
従
前

か
ら
の
取
引
業
者
を
利

用
す
る
方
針
と
聞
い
て

お
り
ま
す
。

蔵
谷　

重
文 

議
員

質

質

答

答
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教
育
長
に
伺
い

ま
す
。
上
島
町
教

育
長
に
着
任
す
る
前
職

は
、
尾
道
の
会
社
で
介

護
関
係
の
部
長
を
な
さ

れ
た
そ
う
で
す
が
、
部

長
に
就
任
す
る
ま
で
は

30
年
前
後
か
か
っ
た
と

思
い
ま
す
。と
こ
ろ
が
、

上
島
町
教
育
長
に
着
任

さ
れ
て
、
わ
ず
か
５
ケ

月
で
ス
ポ
レ
ク
の
役
員

に
就
任
さ
れ
、
一
般
の

会
社
で
言
う
と
副
社
長

も
し
く
は
専
務
の
立
場

だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
昨

年
ま
で
お
ら
れ
た
役
員

の
方
は
、
解
任
さ
れ
た

そ
う
で
す
が
、
そ
れ
は

社
長
で
あ
る
町
長
、
も

し
く
は
教
育
長
の
計
画

だ
っ
た
の
で
し
ょ
う

か
。
お
伺
い
し
ま
す
。

私
が
、
任
命
権

者
と
し
て
現
教
育

長
を
ス
ポ
レ
ク
の
役
員

に
任
命
し
ま
し
た
。
教

育
長
自
身
は
、
前
々
か

ら
ス
ポ
レ
ク
を
利
用
し

て
お
り
、
ス
ポ
レ
ク
を

何
と
か
し
た
い
と
、
生

名
村
の
時
代
か
ら
思
っ

て
い
た
よ
う
で
、
お
願

い
す
る
こ
と
に
し
ま
し

た
。
こ
れ
は
、
計
画
的

な
話
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。

公
文
書
公
開
手
数
料
の

　

住
民
監
査
請
求

に
つ
い
て

公
文
書
公
開
申

請
の
取
り
下
げ
を

認
め
た
町
長
に
対
し
、

町
民
か
ら
の
住
民
監
査

請
求
が
起
こ
さ
れ
、
３

点
の
項
目
が
全
面
的
に

認
め
ら
れ
た
が
、
町
長

は
町
民
に
対
し
現
在
ま

 

前
田　

省
二 

議
員

質

質

質

答

答

答

で
何
の
説
明
も
無
く
、

謝
罪
も
あ
り
ま
せ
ん
。

自
ら
の
不
当
行
為
に
対

し
、
ど
の
よ
う
な
け

じ
め
を
付
け
ら
れ
る
の

か
、
ど
の
よ
う
な
責
任

の
取
り
方
を
す
る
の
か

お
伺
い
し
ま
す
。

住
民
監
査
請
求

に
よ
る
上
島
町
職

員
措
置
請
求
監
査
結
果

に
か
か
る
報
告
勧
告
書

に
基
づ
き
、
勧
告
が
な

さ
れ
ま
し
た
が
、
対
応

等
に
つ
い
て
は
、
本
会

議
、
全
員
協
議
会
に
お

い
て
報
告
を
し
て
い
ま

す
。
監
査
委
員
か
ら
の

勧
告
に
対
し
ま
し
て

も
、
真
摯
に
対
応
し
て

い
ま
す
。

指
定
管
理
者
と

教
育
に
つ
い
て

宿
泊
施
設
「
フ

ェ
ス
パ
」
に
つ
い

て
は
、
町
か
ら
管
理
者

で
あ
る
地
元
民
間
業
者

の
権
利
と
し
て
指
示
さ

れ
た
監
査
請
求
が
実
施

さ
れ
る
こ
と
な
く
、
株

式
会
社
い
き
な
ス
ポ
レ

ク
が
議
案
が
出
さ
れ
決

議
さ
れ
ま
し
た
。
審
査

請
求
の
扱
い
は
ど
の
よ

う
に
な
っ
て
い
る
の

か
、
又
ど
れ
く
ら
い
の

家
賃
を
収
め
る
の
で
し

ょ
う
か
。
赤
字
に
な
っ

た
時
に
は
、
誰
が
負
担

し
責
任
を
取
る
の
か
お

聞
き
し
ま
す
。

１
月
15
日
付
け

で
審
査
請
求
書
が

提
出
さ
れ
ま
し
た
の

で
、
審
査
を
行
っ
て
お

り
ま
し
た
が
、
松
山
地

方
裁
判
所
よ
り
２
月
15

日
に
原
本
が
届
き
ま
し

た
。
弁
護
士
と
相
談
し

な
が
ら
対
応
し
て
い
ま

す
。松

山
地
方
裁
判
所
に

提
出
さ
れ
ま
し
た
の
で

現
在
審
査
等
は
中
断
し

て
い
ま
す
。

赤
字
に
な
る
な
ら
な

い
は
、
ゆ
げ
フ
ー
ズ
さ

ん
も
一
緒
だ
と
思
い
ま

す
が
、
厳
し
い
環
境
の

な
か
、
黒
字
に
し
た
い

と
い
う
経
営
努
力
し
か

な
い
と
思
っ
て
い
ま

す
。

公
共
交
通
へ
の

取
り
組
み
に
つ
い
て

町
に
と
っ
て
重

要
な
政
策
で
あ
る

公
共
交
通
に
つ
い
て

は
、
町
長
が
「
審
議
会

に
お
い
て
協
議
す
る
。」

と
か
「
公
共
交
通
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
協
議
会
に
お

い
て
協
議
を
指
し
て
い

た
だ
く
。」
と
議
会
の

場
で
約
束
し
て
い
ま
す

が
、
現
実
に
は
審
議
が

な
さ
れ
な
い
ま
ま
予
算

化
し
よ
う
と
し
て
い
ま

す
。な

ぜ
し
な
い
の
か
。

又
、
バ
ス
の
運
行
、
生

名
公
営
渡
船
、
回
漕
店

業
務
等
を
な
ぜ
行
政
職

員
で
運
営
す
る
の
か
お

聞
き
し
ま
す
。

上
島
町
交
通
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
協
議

会
に
つ
き
ま
し
て
は
、

今
後
の
交
通
体
系
の
構

築
や
確
保
に
向
け
た
、

地
域
の
実
情
に
適
し
た

交
通
体
系
全
般
に
つ
い

て
検
討
す
る
こ
と
を
目

的
と
し
、
現
在
広
く
協

議
を
進
め
て
い
る
と
こ

ろ
で
す
。
町
直
営
化
に

つ
い
て
は
、
委
託
料
で

運
営
す
る
よ
り
立
石
港

務
所
管
理
・
船
舶
運
航

業
務
は
直
営
に
変
更
し

た
こ
と
に
１
千
万
円
以

上
の
減
額
と
な
っ
て
い

ま
す
。

質答
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町
の
財
務
状
況
は

ど
う
な
の
か

現
在
の
町
の
債

務
が
約
１
５
２
億

円
あ
る
と
聞
い
て
い
る

が
、国
か
ら
の
交
付
税
、

補
助
金
等
こ
れ
か
ら
入

っ
て
く
る
予
定
の
金
額

と
、
預
貯
金
等
の
プ
ラ

ス
の
基
金
も
差
し
引
い

た
町
が
責
任
を
取
る
べ

き
債
務
は
ど
の
様
な
状

況
な
の
か
。
比
較
材
料

と
し
て
他
年
度
の
資
料

も
示
し
て
く
だ
さ
い
。

合
併
当
初
の
上

島
町
の
地
方
債
全

体
残
高
は
、
元
金
１
３

６
億
円
、
利
子
は
22
億

円
で
、
総
額
１
５
８
億

円
あ
り
、
こ
れ
が
、
平

成
28
年
度
末
に
お
い
て

は
、元
金
１
４
２
億
円
、

利
子
10
億
円
の
総
額
１

５
２
億
円
と
な
り
、
元

金
は
６
億
円
の
増
加
、

利
子
は
12
億
円
の
減
少

と
な
っ
た
。
こ
れ
ら

は
、
将
来
的
に
地
方
交

付
税
と
し
て
上
島
町
に

算
入
さ
れ
る
有
利
な
起

債
を
中
心
に
借
り
て
お

り
、
例
え
ば
、
辺
地
債

な
ら
元
利
金
の
返
済
の

８
割
、
過
疎
債
な
ら
７

割
が
昨
年
度
、
町
に
戻

っ
て
い
る
。

将
来
的
に
町
に
返
還

さ
れ
る
割
合
は
、
元
利

金
総
額
の
約
60
％
で

す
。
先
ほ
ど
の
平
成
28

年
度
末
の
元
利
金
の
残

高
１
５
２
億
円
に
対

し
、
交
付
税
と
し
て
戻

っ
て
く
る
割
合
を
か
け

る
と
、
62
億
円
が
差
額

と
し
て
残
り
ま
す
。

こ
の
差
額
が
、
町
の

負
担
で
支
払
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
額
で
す
。

ち
な
み
に
、
合
併
当

初
に
お
け
る
町
の
負
担

額
は
、
同
じ
計
算
で
行

う
と
、64
億
円
と
な
り
、

合
併
後
12
年
で
、
２
億

円
の
減
少
に
な
り
ま
し

た
。さ

ら
に
、
町
に
は
預

貯
金
で
あ
る
基
金
が
あ

り
ま
す
、
こ
の
基
金
に

つ
い
て
は
、
合
併
当
初

は
、
主
要
な
基
金
で
あ

る
財
政
調
整
基
金
・
減

債
基
金
・
ふ
る
さ
と
整

備
基
金
等
の
残
高
が

31
億
円
で
、
平
成
28
年

度
末
に
は
28
億
円
と
な

っ
て
お
り
ま
す
。

仮
に
、
こ
の
基
金
を

町
で
負
担
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
地
方
債
の
元

利
金
の
残
高
に
す
べ
て

充
当
し
ま
す
と
町
が
責

任
を
取
る
べ
き
債
務

は
、
合
併
当
初
は
33
億

円
、
平
成
28
年
度
末
で

は
34
億
円
と
な
る
。

元
利
償
還
金
の
た
め

の
基
金
で
あ
る
減
債
基

金
に
つ
い
て
は
、
将
来

の
財
源
不
足
に
備
え
る

べ
く
、
な
る
べ
く
取
り

崩
さ
な
い
よ
う
財
政
調

整
を
し
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
、
地
方
債
の

償
還
期
間
は
、
銘
柄

に
よ
っ
て
最
短
で
10

年
、
最
長
で
30
年
と
違

い
、
町
と
し
て
は
毎
年

度「
中
長
期
財
政
計
画
」

と
い
う
10
年
間
の
財
政

計
画
を
策
定
・
更
新
し
、

な
る
べ
く
交
付
税
算
入

率
の
高
い
起
債
の
借
り

入
れ
や
、
す
で
に
借
り

入
れ
た
も
の
は
、
現

在
、
利
率
が
低
い
こ
と

か
ら
、
可
能
な
限
り
低

利
率
へ
の
見
直
し
を
行

う
な
ど
し
て
、
将
来
に

備
え
て
い
ま
す
。

34
億
と
い
う
金

額
が
逃
れ
ら
れ
な

い
負
債
と
し
て
目
に
見

え
て
き
ま
す
が
、「
町

の
一
般
会
計
予
算
編
成

基
本
方
針
」（
資
料
提

示
）
に
、
歳
入
の
５
割

以
上
を
占
め
る
地
方
交

付
税
が
平
成
27
年
度

以
降
５
年
間
に
わ
た

り
、
合
併
特
例
措
置
額

が
0.9
、
0.7
、
0.5
、
0.3
、

0.1
と
毎
年
毎
に
低
減
さ

れ
、
平
成
29
年
度
算
定

額
を
基
準
に
交
付
減
額

を
試
算
す
る
と
29
年

度
比
で
、
30
年
度
は
、

２
億
４
千
万
円
、
31
年

度
は
３
億
１
千
万
円
の

減
額
、
３
年
後
の
32
年

度
は
３
憶
４
千
万
の
減

額
、
大
幅
な
減
収
と
な

る
見
込
み
と
な
っ
て
い

る
。
今
後
は
、
財
政
調

整
基
金
を
は
じ
め
と
す

る
各
種
基
金
を
取
り
崩

し
て
も
予
算
編
成
が
成

り
立
た
な
く
な
る
事
態

が
懸
念
さ
れ
る
が
、
こ

の
よ
う
な
財
政
が
厳
し

い
と
予
想
さ
れ
る
中
、

34
億
円
の
債
務
の
返
済

計
画
は
、
ど
の
よ
う
に

考
え
て
い
る
の
か
。

地
方
債
の
償
還

と
い
う
も
の
は
、

必
ず
返
さ
な
く
て
は
い

け
な
い
も
の
で
す
。
で

す
の
で
、
将
来
的
に
財

源
が
不
足
す
る
よ
う
な

こ
と
が
あ
れ
ば
歳
出

の
、
物
件
費
、
施
設
の

管
理
費
の
節
減
と
か
節

約
、
あ
る
い
は
、
現
在

計
画
し
て
い
る
大
型
事

業
の
凍
結
、
廃
止
等
に

よ
っ
て
財
源
を
確
保
し

て
、
地
方
債
の
償
還
に

充
当
し
た
い
と
思
っ
て

い
ま
す
。

林　

康
彦 

議
員

質答

質

答答答答
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予算決算委員会委員長　池本 光章

３月７日に開会された第１回上島町議会定例会において、本委員会に付託を受けた下記の議案第
53号「平成30年度上島町一般会計予算」をはじめ16件の当初予算案について、３月14日、15日、そ
して本日の議会再開前に本委員会を開催し、慎重に審査を行いました。

その審査結果等を会議規則第77条の規定により下記のとおり報告します。

記
１．審査事件名

議案第53号　平成30年度上島町一般会計予算
議案第54号　平成30年度上島町国民健康保険事業会計予算
議案第55号　平成30年度上島町国民健康保険診療所事業会計予算
議案第56号　平成30年度上島町へき地出張診療所事業会計予算
議案第57号　平成30年度上島町後期高齢者医療事業会計予算
議案第58号　平成30年度上島町公共下水道事業会計予算
議案第59号　平成30年度上島町簡易水道事業会計予算
議案第60号　平成30年度上島町ＣＡＴＶ事業会計予算
議案第61号　平成30年度上島町農業集落排水事業会計予算
議案第62号　平成30年度上島町介護保険事業会計予算
議案第63号　平成30年度上島町介護サービス事業会計予算
議案第64号　平成30年度上島町浄化槽事業会計予算
議案第65号　平成30年度上島町魚島船舶事業会計予算
議案第66号　平成30年度上島町特別養護老人ホーム事業会計予算
議案第67号　平成30年度上島町生名船舶事業会計予算
議案第68号　平成30年度上島町上水道事業会計予算

２．審査結果
採決時は委員全員出席のもと、上記事件のうち議案第53号「平成30年度上島町一般会計予算」に

ついては10対２の賛成多数、議案第６７号「平成30年度上島町生名船舶事業会計予算」については
９対３の賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決定しました。

他の議案第54号から第66号及び第68号の特別会計予算等については、委員の全会一致をもって原
案のとおり可決すべきものと決定しました。

３．主な審査事項（経過）
【審査の際に議論された事項等】

予算決算委員会審査報告
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主な議員間討議の内容は以下のとおりでした。
①　平成30年度当初予算全体を通して、これまで上島町が進めてきた各種事業の民営化の推進とは

逆行する町の直営化の方向性が示され、予算総額も前年度に対して約２億円も増加するような状
況であるので、大盤振る舞いのようなところが目立つのではないか、という指摘があった。

　　それに対して、町のトップが替わったことで、政策も引き継いでいくものと転換して行くもの
とが出てくるのは当然であり、町づくりにおいても新町長がこれから自分の色に染めて行く段階
であって、今後の事業の実施に当たっては手法を十分に検討しながら進めて行くということであ
るので特に問題はない、という意見が出された。

②　生名渡船への弓削汽船㈱の参入の問題については、前政権時代においてかなり強引な方法論が
採用された経緯がある。また、上島架橋に対応する因島側及び生名側の駐車場の問題についても
取り組みが遅れていたが、今後進められようとする政策は、民営化の逆行というよりも、事業そ
のものを一旦元に戻したうえで総合的に検討しながら取り組んでいくというトップの判断でやっ
ているので、今はこの流れで行くしかない、という意見が出された。

③　小中学校に対する補助金は、いきなり全額削るというのではなく、緊急対策に使えるような予
算組みもしてほしかった、という指摘があった。

④　 「小中学校に対する補助金については廃止とするが、今後は必要な予算科目においてしっかり
予算計上して行く」という説明があったが、どういう仕組みで実行するのかを明確にし、この仕
組みを学校側にも十分に伝えて活用してもらう必要がある、という意見があった。

⑤　各種業務委託について見直しが行われているが、今後、塵芥処理業務などの業務委託料等につ
いては、適正価格になっているかを議員全員で見極めながら業務委託のあり方等を検討していく
べきではないか、という意見が出された。

【今後の予算審議についての要望事項等】
今後の予算審議についての委員から理事者への要望は次のとおりでした。

①　当初予算編成の参考資料として、「主要事業の概要」という冊子を配布いただいているが、次
回からこの資料の作成に当たっては、主要事業の当該年度から次年度への継続性、見直し、廃止
等がわかるようにし、また事業実績の評価も添えていただきたい。

　　また、当初予算資料については、現在、所管課別に整理いただいているが、これでは予算書と
の突合せに時間を要するため、本資料は予算書の款項に合わせた形で作成するなど工夫していた
だきたい。

②　予算審議の中でいろいろ指摘したことについては、「出来る」「出来ない」をはっきり答弁いた
だき、次回の予算審議の際には、その指摘事項について十分検討されたうえで、それを生かせる
ような形を取っていただきたい。

　　また、当初予算編成前に、議会側に対して住民の声がいかに反映されるかがわかるような大ま
かな事業の説明をいただきたい。
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産業建設委員会委員長　土居 計彦

平成29年12月13日に開会された第４回上島町議会定例会において、本委員会に付託を受けた下記
の請願書について、平成29年12月20日並びに平成30年３月12日の両日、本委員会を開催し慎重に審
査を行いました。

その審査結果等を会議規則第77条の規定により下記のとおり報告します。

記
１．審査事件名

請願第４号　「民間航路業者存続に関する請願書」

２．審査結果
上記事件は、採決日当日の出席委員の全会一致をもって不採択とすべきものと決定しました。
なお、採決の際の出席委員は１名欠席の６名でした。

３．審査の過程で出された主な意見
審査の過程で出された主な意見は以下のとおりでした。

①　本請願書は、民間航路業者４社の代表の連名で提出されているが、この民間航路業者の位置づ
けには瑕疵があり、４社のうちの１社（弓削汽船㈱）は現在航路を有していない。

　　また、県は現在、船会社７社と協議しているが、弓削汽船㈱はその中にも入っていない。

②　本請願趣旨並びに請願事項に記載された内容は４社に共通したものではなく、連名で提出され
る状況にない。

③　紹介議員が本請願趣旨に生名船舶のことを含めて説明されたが、本件の趣旨は上島架橋、いわ
ゆる岩城橋開通後の現航路業者の対策についての願いが記載されていると思われる。

　　よって、生名船舶のことを混同しながら本請願書を論じるのではなく、現在、県と航路業者と
の間で話を持たれているその方向性等が示されてから、それに付随しながら本町がどうしていく
かを議論すべきであり、今は時期尚早と考える。

産業建設委員会審査報告
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川本先生と研修生たち

研
　
修
　
報
　
告

上
島
町
の
財
政
が
ど
う
い
っ
た
状
況
な
の
か
、
そ

の
把
握
と
勉
強
を
兼
ね
て
平
成
30
年
２
月
１
日
福
岡

市
で
開
催
さ
れ
た
研
修
会
、
議
員
の
基
本
「
財
政
比

較
分
析
の
仕
方
」
に
つ
い
て
講
習
を
受
け
て
ま
い
り

ま
し
た
。

元
・
廿
日
市
市
副
市
長
の
川
本
達
志
先
生
に
よ
る

研
修
で
し
た
が
、
冒
頭
の
ご
あ
い
さ
つ
で
１
部
「
首

長
に
な
る
と
組
織
的
な
理
論
・
思
考
に
偏
り
が
ち
に

な
っ
て
し
ま
う
。
本
来
の
姿
で
あ
る
住
民
か
ら
委
託

を
受
け
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
し
ま
う
。
そ
う
い
っ

た
こ
と
か
ら
独
断
・
独
善
と
い
っ
た
こ
と
に
な
っ
て

し
ま
う
。」
と
言
わ
れ
ま
し
た
が
、
確
か
に
と
う
な

ず
き
な
が
ら
議
員
と
し
て
の
立
ち
位
置
を
再
確
認
し

た
次
第
で
す
。

さ
て
本
題
の
上
島
町
の
財
政
状
況
は
と
申
し
ま
す

と
、
財
政
力
指
数
は
類
似
団
体
︵
上
島
町
と
人
口
及

び
産
業
構
造
等
の
程
度
が
同
規
模
︶72
団
体
中
69
位
、

経
常
収
支
比
率
は
65
位
、人
口
１
人
当
た
り
人
件
費
・

物
件
費
等
決
算
額
は
愛
媛
県
平
均
１
２
１
，
８
９
３

円
に
対
し
上
島
町
は
３
２
７
，
９
０
６
円
で
67
位
、

将
来
負
担
比
率
は
37
位
、
実
質
公
債
費
率
は
78
位
、

人
口
千
人
当
た
り
職
員
数
は
愛
媛
県
平
均
７
．
６
５

人
に
対
し
上
島
町
は
２
２
．
２
７
人
で
71
位
、
給
与

水
準
は
72
位
で
最
低
と
い
う
結
果
が
平
成
27
年
度
普

通
会
計
決
算
で
総
務
省
か
ら
公
表
さ
れ
て
い
ま
す
。

気
に
か
か
る
と
こ
ろ
は
実
質
公
債
費
比
率
が
平
成

24
年
度
ま
で
は
類
似
団
体
平
均
を
下
回
っ
て
い
た
の

に
平
成
25
年
度
か
ら
平
均
を
上
回
っ
て
い
る
点
と
、

人
件
費
等
経
費
の
高
さ
で
す
。
公
債
費
率
に
つ
い
て

は
大
規
模
な
事
業
計
画
の
整
理
・
縮
小
を
図
り
、
交

付
税
算
入
の
あ
る
有
利
な
起
債
の
活
用
の
徹
底
に
努

め
、
人
件
費
等
経
費
に
つ
い
て
は
、
離
島
で
あ
る
こ

と
に
よ
り
事
務
の
集
約
化
が
図
れ
な
い
こ
と
は
理
解

で
き
ま
す
が
、
近
年
新
規
採
用
職
員
が
退
職
者
の
総

数
を
か
な
り
上
回
っ
て
い
る
状
況
を
深
く
考
慮
し
、

岩
城
橋
開
通
に
向
け
た
組
織
の
再
編
、
効
率
化
を
必

ず
や
実
施
し
て
も
ら
わ
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
今

後
ま
す
ま
す
行
政
の
監
視
、
チ
ェ
ッ
ク
を
し
っ
か
り

と
行
い
、
住
民
の
皆
様
に
報
告
す
る
義
務
の
旨
を
し

っ
か
り
と
肝
に
銘
じ
て
今
回
の
研
修
報
告
と
い
た
し

ま
す
。

『
上
島
町
の
財
政
は
果
た
し
て
大
丈
夫
な
の
か
』池

本　

光
章 

議
員



大
阪
か
ら
岩
城
島
に
移
住
し
て
今
年
の
夏
で
丸
３
年
に
な

り
ま
す
。
今
は
「
ぽ
ん
ぽ
こ
ら
ん
ど
」
い
う
会
社
で
働
い
て

お
り
、
東
京
や
京
都
で
の
対
面
販
売
、
果
て
は
北
海
道
ま
で

足
を
の
ば
し
て
上
島
町
や
柑
橘
の
Ｐ
Ｒ
を
行
っ
て
い
ま
す
。

ま
ず
楽
し
さ
で
い
う
と
住
民
同
士
の
距
離
が
近
く
仲
良
く

な
る
と
か
な
り
暮
ら
し
や
す
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

最
初
は
住
宅
の
あ
て
も
な
く
移
住
し
て
き
た
の
で
す
が
、

み
な
さ
ん
の
協
力
で
今
の
家
を
借
り
る
こ
と
が
で
き
、
最
近

で
は
自
宅
を
改
装
し
て
民
泊
の
よ
う
に
開
放
し
島
外
の
方
々

を
た
く
さ
ん
も
て
な
し
て
い
ま
す
。ま
た
自
宅
が
で
き
る
と
、

島
民
・
島
外
の
人
の
交
流
の
拠
点
に
な
り
い
い
循
環
が
生
ま

れ
て
き
ま
し
た
。
暮
ら
す
上
で
は
「
都
会
よ
り
少
し
足
り
な

い
か
な
」
と
思
う
程
度
で
不
便
な
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
行

政
や
住
民
が
協
力
し
て
生
活
し
や
す
い
街
づ
く
り
を
さ
れ
て

き
た
ん
だ
な
と
感
じ
て
い
ま
す
。

一
方
で
「
自
立
し
た
生
活
」
を
作
っ
て
い
く
場
所
と
し
て

は
ハ
ー
ド
ル
を
高
く
感
じ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
住
宅
１
つ
に

し
て
も
今
の
住
宅
を
み
つ
け
る
ま
で
に
移
住
し
て
１
年
以
上

か
か
り
ま
し
た
。
町
営
住
宅
も
１
人
用
の
部
屋
が
当
時
空
い

て
い
な
く
申
請
も
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

「
移
住
＝
転
職
」
と
捉
え
た
時
に
単
に
島
の
魅
力
だ
け
を

い
く
ら
高
め
て
も
人
は
動
き
ま
せ
ん
。
地
域
で
の
働
き
方
や

生
活
環
境
な
ど
「
リ
ア
ル
な
目
線
」
の
情
報
を
い
か
に
伝
え

る
か
、
相
手
が
知
り
た
が
っ
て
い
る
こ
と
や
、
島
で
の
環
境

を
整
え
て
、
受
け
皿
を
作
っ
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
す
。

「
滞
在
」
し
て
も
ら
う
こ
と
と
「
生
活
」
し
て
い
く
こ
と
、

こ
の
意
味
の
違
い
を
伝
え
な
が
ら
、
よ
り
よ
い
島
づ
く
り
目

指
し
、
今
後
も
島
の
、
外
と
の
玄
関
口
と
し
て
が
ん
ば
っ
て

い
き
ま
す
。　
　
　
　
　
　
　
　

岩
城
地
区　

岡　

信
太
郎

　

上
島
町
議
会
だ
よ
り
を
、
い
つ
も
ご

愛
読
、
ご
寄
稿
を
い
た
だ
き
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
す
。

　

編
集
作
業
で
は
な
る
べ
く
正
確
な
発

言
、
資
料
に
基
づ
い
て
作
っ
て
い
ま
す

が
、
誤
字
、
脱
字
が
も
し
あ
れ
ば
ご
容

赦
く
だ
さ
い
。
ま
た
ご
意
見
等
は
参
考

に
さ
せ
て
も
ら
い
ま
す
の
で
是
非
送
っ

て
く
だ
さ
い
。

　

な
か
な
か
慣
れ
な
い
パ
ソ
コ
ン
作
業

で
苦
労
し
て
い
ま
す
が
、
ベ
ー
ス
と
な

る
原
稿
、
レ
イ
ア
ウ
ト
は
素
人
な
が
ら

我
々
が
作
っ
て
い
ま
す
。
今
後
も
皆
様

の
ご
指
導
を
仰
ぎ
な
が
ら
興
味
を
持
っ

て
い
た
だ
け
る
よ
う
な
議
会
だ
よ
り
の

編
集
に
つ
と
め
ま
す
。
よ
ろ
し
く
お
願

い
い
た
し
ま
す
。

林　
　

康
彦

発
行　

上
島
町
議
会　
　
　
　
　
　

編
集　

町
議
会
広
報
委
員
会　
　
　

　
　

委
員
長　

林　
　

康
彦

副
委
員
長　

村
上
要
二
郎

　
　

委　
　

員　

松
原　

弥
一

　
　

委　
　

員　

池
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【表紙説明】
いわぎ桜まつりで元気に上演する岩城陣太鼓の子供たち

あなたの声を
お聞かせください

　町民の皆様の声を募集しております。身近
で起こった出来事、議会について思っている
こと、ご希望・ご要望など何でも結構です。
是非、広報委員会宛にお送りください。

＜応募要件＞
　内容に制限はありません。紙面の都合上
500字程度にお願いします。
　必ず原稿もしくは電子メールにてご応募く
ださい。
　住所・氏名は明記してお願いします。匿名
はお受けできませんので、ご了承ください。

＜送り先＞
〒794-2592　上島町弓削下弓削210
上島町議会事務局　「議会広報委員会」宛
　　FAX　0897-77-4011
　　gikai@town.kamijima.ehime.jp

議会の活動予定

６

14 全員協議会
21 ６月定例会開会
22 予算決算委員会
27 第２回　定例議会再開

７ 25 第１回　町議会議員研修会
８ 1 ～ 3 長野県飯綱町視察研修

毎月１回　月例出納検査
議会・全員協議会・常任委員会は、どなたでも傍聴で
きます。詳しい日程は、議会事務局（☎77－2500）ま
でお問い合わせください。

上
島
町
に
移
住
し
て


